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救命救急医療においては、重篤な救急患者に対して、緊急に救命処置
i

を行う必要があり、かつ、専門領域以外の重篤な救急患者に対応す香こ
とも多いことから、事故と隣り合わせの状況と言えるe :

このような特殊性を有する救命救急医療において、他の分野と同様に

刑事責任を間われる可能性があることが、救命救急医療に携わる医師の

萎縮を招き、現在の救命救急医療の危機的状況の一因との指摘があ香。

このたゆ、救命救急医療に携わる医師が安心して医療を行うことがで
きるよう、救命救急医療における刑事処分について特例を設ける。:

特例の内容 ' 1

救命救急医療により人を死傷させたときは、情状により、刑を免除する

ことができることとする、刑法第211 条 (業務上過失致死傷罪) の管例

を設 け る。 ,
I

[参考]:

O 刑法 (明治四十年法律第四十五号)
(業務上過失致死傷等):

第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、…五年
以下の懲役若しくは禁銅又は百万円以下の罰金に処ずる。重大な過朱によ
り人を死傷させた者も、同様とする。 i

2 白動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、セ年以
下の懲役若しくは禁鋼又は百万円以下の罰金に処する。ただし、そ空傷害
が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 l
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「救命救急医療」の定義を具体化していくことが必要。
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